
　１．はじめに

　交通安全教育は、安全で円滑な道路交通を確保す

るため、交通を構成する「人」「車」「道路」の三

要素のうち「人」への働き掛けを行うものであり、

交通安全施設の整備拡充や自動車の性能向上などハ

ード面での交通事故防止対策が画期的な進展を遂げ

た現況において、交通事故をさらに減らしていくた

めの鍵を握っている。

　我が国における交通安全教育が、年齢や道路の通

行の態様に応じて、段階的かつ体系的に実施される

平成１０年９月２２日に、道路交通法第１０８条の２８第１

項の規定に基づき作成された「交通安全教育指針」

（平成１０年国家公安委員会告示第１５号。以下「指針」

という）が公表され、爾後、各方面においてこれを

活用した交通安全教育が積極的に実施されていると

ころである＊１。

　指針は、交通安全教育の対象を幼児、児童から高

齢者まで六つの年齢層に分け、それぞれの通行の態

様に応じて、教育の内容および方法を定めており、

特に外国人について個別の記述はない。これは指針

が、運転免許証保有者に限らず、歩行者、自転車利
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　国際化の進展とともに、我が国の交通社会に参画する外国人の数は年々増えており、こ

れらの外国人に対して、我が国の交通ルールやマナーの習得を主な目的とする交通安全教

育を推進する必要性はますます高まっている。外国人運転者については、主に運転免許の

取得時等の機会をとらえて知識の普及が図られており、また、外国人研修生を受け入れて

いる企業や工場が多い県では、雇用主と警察署等の協力により、交通安全講習会が活発に

開催されている。これらの交通安全教育に不可欠なものとして、冊子、ビデオ等教材の開

発にも工夫がこらされている。今後も、地域の実情に応じたコミュニティ本位の外国人交

通安全教育の更なる進展が望まれる。
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用者など、日本国内で道路を通行する者すべてに対

する交通安全教育を網羅していることから当然のこ

とであるとも言える。

　しかし、実際に外国人に対して交通安全教育を行

うに当たっては、やはり特段の注意が必要であろう。

というのも、日本で生まれ育ち日本語を十分に解す

る外国人は別として、通常の場合、外国人は、成長

に応じて段階を追った体系的な交通安全教育の過程

に途中から参入するからである。例えば、日本人の

場合であれば、成人に対する交通安全教育は、それ

までの幼児期、児童期、中学時代および高校時代に、

年齢に応じた教育を受けたことを前提に、教育内容

を更に深めていくこととなるが、外国人はその積み

重ねを欠いている。仮に自国において同程度以上の

交通安全教育を受けていた場合であっても、日本の

交通ルールやマナーの習得という点では、やはり基

本を欠いているおそれがある。

　なお、平成１３年３月１６日に、中央交通安全対策会

議が、交通安全対策基本法第２２条第１項の規定に基

づき、第７次交通安全基本計画を策定したが、この

第１部第１章第２節の「交通安全思想の普及徹底�

段階的かつ体系的な交通安全教育の推進」には、指

針で明示した年代別の六つの分類に加え、身体障害

者に対する交通安全教育とともに、外国人に対する

交通安全教育の項も新設され、「外国人に対する交

通安全教育は、我が国の交通ルールに関する知識の

普及を目的として推進する」ことが記されている。

このように現代は、世界のあらゆる国から我が国を

訪れる多くの人々によって道路が活発に利用されて

いるという状況を踏まえ、交通社会において外国人

と円滑に共存していくことをこれまで以上に考える

べき時代であるといえよう。

　ところで、「外国人に対する交通安全教育」とい

うテーマには、国内において外国人に対して行う交

通安全教育のほか、いわゆる海外技術協力のスキー

ムの下で、専門家を外国に派遣して現地の住民等に

対して行う交通安全教育も含まれよう。本稿は前者

について考察するものであるが、後者に関しても、

交通安全教育に的を絞った国際協力の最新の例をこ

こで紹介する。警察庁では、平成１２年１１月に、日ご

ろ交通安全教育や交通安全活動に携わっている警察

官２名を短期専門家として２週間ベトナムに派遣し、

交通ルールの遵守や交通マナーの実践がなぜ必要か

といった最も基本的な事項から始まり、主に二輪車

や自転車の安全な乗り方など現地の交通事情に即し

た具体的な指導に重点を置いて、交通安全教育に関

する協力を実施した。また、平成１２年７月からタイ

王国コンケン県で開始した、交通事故による外傷防

止プロジェクトの日本国内委員会にも、警察庁から

は交通安全教育普及に関する助言を行う立場で参画

している。

　発展途上国では、信号機等交通安全施設や法制の

整備も不十分であるため、まず、交通ルールやマナ

ーを遵守しなければならないという意識を人々に根

付かせるところから始めなければならず、交通安全

教育を実施していくにも工夫と根気が必要である。

その浸透に相当の時間を要することは想像に難くな

いが、現実に日々発生する交通死亡事故の被害者を

少しでも減らすため、幼児・学童の段階から交通安

全教育を普及させることが重要であり、このための

協力を継続していくことが肝要であろう。

　以下、本稿では、日本国内で生活する外国人に日

本の交通ルールやマナーを身に付けさせることを主

眼とする交通安全教育について筆を進めることとす

る。

　２．外国人と交通事故の状況等

　２－１　外国人の入国および登録の状況

　外国人の交通事故状況をみる前に、まず、我が国

への外国人の入国および登録の状況の推移をみるこ

ととする。

　Table 1のように、外国人は、入国者数、登録者

数ともに伸び続け、平成１１年末現在で過去最高を更

新している。また、外国人登録者数の我が国の総人

口に占める割合が１％を超えたのは平成４年である

が、平成１１年末には１．２３％に達した。

　２－２　外国人と交通事故の状況

　交通事故による外国人の死傷者数、および外国人

による交通事故発生件数の状況の推移は、Table 2

のとおり、ともに増加傾向にあり、事故の死傷者数

は１０年間に２倍以上、発生件数は１０年間で約２．５倍

増加した。

　ここで、�交通事故総合分析センターのデータを

基に、平成１１年中に外国人が第一当事者となった

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１ 平成１３年１２月（　）４６

青山彩子４６

　　＊ １　交通安全教育指針については、住友一仁「交通安全教育
指針の策定について」警察学論集第５１巻第１１号（平成１０
年１１月）および今井宗雄「今後の交通安全教育の展望」
『月刊交通』第２９巻第１１号（平成１０年１１月）参照。最近
の交通安全教育の推進状況については、『月刊交通』第
３２巻第３号（平成１３年３月）「特集・効果的な交通安全
教育の推進」の各稿を参照されたい。



８６０件について詳細をみることとする。事故類型別

では、「駐停車中車両への追突」が２４２件（２８．１％） で

最も多く、全事故件数に占める「駐停車中車両への

追突」の割合が２５．８％であるのに比べると２．３ポイン

トも多い。外国人が起こす事故で次に多い事故類型

は「出合い頭」の２３４件（２７．２％）であるが、全事故

件数に占める「出合い頭」の割合と比べると０．４ポ

イント多いのみである。全事故件数に占める割合に

比べて外国人が起こした事故に占める割合が少ない

事故類型は「横断中の事故」の４２件（４．９％） で、その

差は１．３ポイントである。

　また、外国人が第一当事者となった事故を法令違

反別にみると、最も多いのが「安全運転義務違反」

の５９９件（７０．０％）で、全事故件数に占める「安全運

転義務違反」の割合６７．４％よりも２．６ポイント多い。

この５９９件の内訳をみると、「安全不確認」が２３５件

（２７．３％）と全事故件数の場合より１．８ポイント多く、

「脇見運転」が１６３件（１９．０％）と全事故件数の場合よ

り１．３ポイント多い。そのほか、「信号無視」は５５件

であるが外国人の起こした事故総数の６．４％を占め、

全事故件数に占める「信号無視」の割合４．１％に比

べて２．３ポイントも多い。また、「優先通行妨害等」

は２８件（３．３％）であり、全事故件数と比べて０．７ポイ

ント多い。

　３．外国人運転者に対する教育

　外国人に対する交通安全教育を大別すると、運転

免許制度の一環として実施されている運転者教育と、

運転者以外の、歩行者、自転車利用者等に対するも

のを含む交通安全教育一般に分けられる。

　最初に、運転免許を持つ者に対する教育の実態に

ついて概観する。

　３－１　日本の運転免許証を取得した外国人

　都道府県公安委員会において適性試験、学科試験

および技能試験に合格すること（第一種運転免許の

場合、指定自動車教習所を卒業した者については技

能試験を免除）により日本の運転免許証を取得した

外国人は、日本人と同程度の運転知識および技能を

身に付けていると思われる。なお、現在、英語のみ

による自動車教習を行っている教習所は非常に少な

いが、学科試験については、１３都道府県において、

英語で受験することが可能である。

　また、外国で免許を取得した後に通算３か月以上

その外国に滞在していた者は、道路交通法第９７条の

２第２項および同法施行令第３４条の４の規定に基づ

き、適性試験に合格し、運転に支障がないことの公
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（単位：人）Table 1　外国人入国者総数および登録者総数の推移

１１（１９９９）９（１９９７）７（１９９５）５（１９９３）３（１９９１）平成元（１９８９）昭和５９（１９８４）年

４，９０１，３１７
（２４１）

４，６６９，５１４
（２２９）

３，７３２，４５０
（１８３）

３，７４７，１５７
（１８４）

３，８５５，９５２
（１８９）

２，９８５，７６４
（１４７）

２，０３６，４８８
（１００）外国人入国者数（指数）

１，５５６，１１３
（１８５）

１，４８２，７０７
（１７６）

１，３６２，３７１
（１６２）

１，３２０，７４８
（１５７）

１，２１８，８９１
（１４５）

９８４，４５５
（１１７）

８４０，８８５
（１００）外国人登録者数（指数）

１．２３％１．１８％１．０８％１．０６％０．９８％０．８０％０．７０％我が国総人口に占める割合

注）外国人の入国者数は、法務省統計資料「出入国管理統計年報」による数字を、外国人登録者数および我が国の総人
口に占める割合は、法務省「平成１２年版　在留外国人統計」による数字を使用。

Table 2　交通事故による外国人の死者数、負傷者数および外国人による交通事故発生件数

１１（１９９９）９（１９９７）５（１９９３）平成元（１９８９）年
年

（構成率）（構成率）（構成率）（構成率）

２７（０．３０％）２４（０．２５％）３２（０．２９％）１７人（０．１５％）事故死者数

９７７（０．０９％）７１４（０．０７％）５７６（０．０７％）４４５人（０．０５％）事故負傷者数

８６０（０．１０％）６７３（０．０９％）４８５（０．０７％）３５０件（０．０５％）第一
当事者交

通
事
故

発
生
件
数 ７２２（０．０８％）４６７（０．０６％）３９０（０．０５％）２７８件（０．０４％）第二

当事者

注）外国人事故死者数および負傷者は、警察庁交通局「交通統計」による数字を、外国人第一当事者お
よび第二当事者に係る事故発生件数は、警察庁交通局「交通事故統計年報」による数字を使用。構
成率は、それぞれ、当該年に係る交通事故による全死者数、全負傷者数、全交通事故発生件数に占
める割合を示している。



安委員会による確認を受けた上で学科試験および技

能試験を免除され、当該外国の運転免許に基づいて

日本の第一種運転免許を取得することができる。こ

れは、従前の運転免許試験の一部免除による日本の

免許の取得制度を利用して免許を受ける者の中には、

我が国での安全運転に必要な技能および知識を有し

ていない者が見受けられたことから、これらの者を

的確に排除するために平成５年の道路交通法一部改

正により新設された制度である。

　この確認は、まず、申請者の運転に関する経歴に

関する質問、次に、運転について必要な知識に関す

る質問が行われ（現在、８か国語で受験可能）、正

解が一定以上であった者には、運転に関する実技を

させるものであり、最終的に支障がないと認められ

れば、運転免許試験の一部を免除される。

　県によっては、このような運転免許試験の一部免

除による日本の運転免許の取得者を対象とするテキ

ストを作成し、外国人に対して、機会をとらえた交

通安全教育を積極的に行っているところもある。例

えば、栃木県では、平成９年に、英語およびポルト

ガル語で、「受験の手引き」「実技の確認要領」と

いう冊子を作成して活用している。また、愛知県で

も、ポルトガル語の「交通ルールの手引き」という

小冊子を活用して、運転免許試験場および運転免許

センターにおける交通安全教育を実施している。

　なお、平成１２年中の試験の一部免除件数は２７，５２２

件、ここから日本人によるものを除いた、外国人に

よる日本の運転免許の取得件数は１７，６５７件である。

これを外国人の入国者数で除し、取得率を算出する

と、３４％となる。なお、外国人による日本の免許の

取得件数が最も多かったのは、平成３年の３０，１５９件

で、そのときの取得率は７８％であったが、その後平

成６年以降は、法改正の影響もあり、取得率は４割

前後で推移している。

　３－２　国際運転免許証または外国運転免許証を

所持する外国人

　道路交通法第１０７条の２の規定により、日本国内

に上陸して１年以内であれば、「道路交通に関する

条約」の加盟国（平成１１年末現在、我が国を含めて

９０か国）が発行する国際運転免許証、または所定の

国（現在は、スイス、ドイツ、フランス）が発行し

た外国運転免許証で翻訳文を添付したもののいずれ

かにより、日本国内で運転することが可能である。

この場合、その者は、日本と同水準の免許制度を有

する国の免許を受けているが故にそのまま運転する

ことが認められているわけであるが、日本語を解さ

ない者などの場合は特に、自ら積極的に望まない限

り、詳細な交通ルール等を学ぶことはなかなかでき

ないであろう。旅行者などごく短期間の滞在者もあ

ることから一概には言えないが、国際運転免許証を

有する外国人に対して、交通安全教育を受ける機会

や交通ルール等に関する情報にアクセスしやすい環

境を提供することも必要であろう。

　なお、軽微違反行為をした一定の者については、

道路交通法第１０７条の４の２の規定により、同法第

１０８条の２第１項第１３号で定める講習の受講が義務

付けられている。このような講習のみならず、更新

時講習、停止処分者講習等の法定講習についても、

外国人に対する教育効果を高めるため、日本の交通

ルール等を外国語で分かりやすく説明した教材を作

成し、活用しながら講習を実施している県もある。

　４．外国人に対するコミュニティ・ベースの

　　　交通安全教育

　４－１　外国人滞在状況の地域特性

　外国人登録者数は２－１で見たとおり、過去１５年

の間に１．８５倍にも増加し、平成１１年末には１５５万人

を超えるまでになった。このように我が国に居住す

る外国人総数は増えてきたが、交通安全教育が、対

象者の居住・活動する圏内の交通の状況に即して具

体的に行われるという地域性を有するものであるこ

とを考えると、その個別具体的な教育内容や教育手

法は、そのコミュニティ内にどのような国籍の外国

人が、どのくらいの人数規模、どのような態様で暮

らしているのかによって異なってこよう。

　例えば、平成１１年末の外国人登録者を都道府県別

に抽出し、国籍（出身地）別の登録者数を比較する

ためTable 3のようにすると、地域の特性を把握し

やすくなる。

　全国の外国人登録者数の１７．６％が東京都内で登録

していることとなるが、これは、東京都が我が国の

首都であり、各国の大使館や、外国人が勤務する企

業、留学生を受け入れている大学・専門学校が多数

あることを考えれば当然のことであろう。また、大

阪府および兵庫県では、「韓国・朝鮮」出身者のそ

れぞれ８６．７％、９２．８％が特別永住者、いわゆる在日

二世や三世の人々である。ここで興味深いのは「ブ

ラジル」であり、外国人登録者全体や他の国籍でみ

られる分布とは異なり、愛知県および静岡県で全国

の３分の１近くを占めている。この次には、長野県、

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１ 平成１３年１２月（　）４８
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三重県、群馬県…と続くのであるが、次にみていく

ように、これらの県では、県内の企業や工場で、多

くのブラジル人その他の外国人を長期技術研修生と

して受け入れており、受入れ先の企業等の要望もあ

って、コミュニティ・ベースの交通安全教育等が非

常に活発に行われている。

　４－２　来日外国人を対象とした交通安全講習会等

　外国人といっても一括りにはできず、最も優先的

に交通安全教育の対象としなければならないのは、

就学・就労等により長期滞在予定であるものの、日

本語にも日本の生活習慣にもいまだ通じていないた

め本人の不安も大きいとみられる来日直後の者であ

ろう。

　来日外国人を多く抱える地域では、受入れ先の学

校や企業等が市町村や警察署と共に国際交流のため

の連絡協議会を設けていることが多く、当該協議会

の主催で、警察署の担当者等を講師とする安全講習

会などを、通常国籍別に開いている。

　その際には、交通安全教育のみならず、防犯・生

活安全指導や、外国人登録証の携帯義務の注意喚起

など、日本国内で安全かつ快適に生活していくため

の全般的な助言を行うのが通例であるため、外国人

本人はもちろん、受入れ先企業等やコミュニティか

らも、これらの講習会に対しては、早期に外国人の

不安を解消し不知によるトラブル発生防止に有意義

であるとして、高い評価が寄せられているようであ

る。

　このような取組みは、規模の差はあれ、北から南

まで全国において行われているが、具体的にイメー

ジを把握してもらうため、以下で実際の例をいくつ

か紹介する。

１）石川県の実施例

　同県では、近年、県内の企業等に技能研修生等と

して就業している外国人の増加に伴い、外国人が交

通事故等の当事者となるケースが散見されることか

ら、警察署単位で、市町村およびその商工会等と連

携しながら来日外国人に対する交通安全講習会を開

催するなど、外国人の交通事故防止対策に積極的に

取り組み始めた。

　県内全体では、平成１２年中に１０数回もの講習会を

開催し、そのほとんどが中国人研修生に対するもの

であったが、中にはブラジル人、フィリピン人を対

象とした回もあった。主催は、研修生受入れ企業や

市町村の商工会のほか、警察署の場合もあった。実

施場所は、通常、主催企業・商工会や警察署の会議

室、食堂であるが、自転車走行の実技指導を伴う場

合などには警察署の駐車場も用いられている。実施

時間はおおむね１時間から２時間半の間で、警察署

の交通担当課長や係長が講師として指導に当たって

いる。対象者が日本語を解さない場合には、主催者

の側で通訳が用意されることも多い。

　講習の内容は、日本の交通事情や管内の交通事故

発生状況を概説した後、英語および中国語で書かれ

たパンフレットや外国人向けの交通安全ビデオを用

Ｄｅｃ.，２００１ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１ （　）４９

外国人に対する交通安全教育 ４９

（単位：人）Table 3　都道府県別・国籍（出身地）別外国人登録者数

米国フィリピンブラジル中国韓国・朝鮮総数

４２，８０２１１５，６８５２２４，２９９２９４，２０１６３６，５４８１，５５６，１１３全国

１５，５８０
（１位３６．４％）

２０，５８５
（１位１７．８％）

４，５１２
（１４位２．０％）

８２，９１１
（１位２８．２％）

９５，３３５
（２位１５．０％）

２７４，３５８
（１位１７．６％）東京

１，８６１
（４位４．３％）

３，３９２
（１０位２．９％）

４，８５８
（１３位２．２％）

２５，９３３
（２位８．８％）

１６０，６７６
（１位２５．２％）

２０６，６９８
（２位１３．３％）大阪

１，６７６
（６位３．９％）

８，３６６
（４位７．２％）

４１，２４１
（１位１８．４％）

１３，９４０
（７位４．７％）

４８，５７０
（４位７．６％）

１２７，５３７
（３位８．２％）愛知

４，３４０
（２位１０．１％）

９，８２７
（３位８．５％）

１２，１８４
（６位５．４％）

２４，４３８
（３位８．３％）

３２，９６１
（６位５．２％）

１１２，８９９
（４位７．３％）神奈川

２，２７７
（３位５．３％）

１，９７１
（１５位１．７％）

３，８３１
（１６位１．７％）

１４，５８１
（６位５．０％）

６５，９６５
（３位１０．４％）

９８，３２２
（５位６．３％）兵庫

１，３９３
（８位３．３％）

８，０７５
（５位７．０％）

１１，２０２
（８位５．０％）

１８，２５７
（４位６．２％）

１６，９０３
（８位２．７％）

７１，９２６
（６位４．６％）埼玉

１，６６０
（７位３．９％）

１０，３３６
（２位８．９％）

６，６５０
（１２位３．０％）

１６，２６５
（５位５．５％）

１６，８６８
（９位２．６％）

６８，７９２
（７位４．４％）千葉

６７１
（１３位１．６％）

５，２５４
（６位４．５％）

３１，９７４
（２位１４．３％）

４，０９４
（１４位１．４％）

６，９０３
（１６位１．１％）

５８，６２５
（８位３．８％）静岡

注１）法務省『平成１２年版　在留外国人統計』による数字を使用。国名の表記も本統計にならう。
　２）都道府県の各マスの上段は人数、下段は各国別に、全国に占める順位と人数の割合を示す。



いながら交通事故防止の留意点を具体的に指導し、

交通事故に遭った場合の措置等についても基礎知識

を教える。交通事故防止の留意点としては、歩行者

の守るべきルール、自転車利用者のマナーとルール、

交通規則や道路標識についての周知を図っており、

可能な場合には実技指導もしている。

２）島根県の実施例

　同県内の繊維業や縫製工場では、主に中国人、そ

のほかベトナム人、フィリピン人の研修生を多数受

け入れているため、管内にそれらの工場等を抱える

警察署において、防犯・交通安全教室や交通安全単

独の講習会を開催している。その際、実際にさまざ

まなシチュエーションを体験させることで危険につ

いての注意事項を覚え込ませる方法を活用している

点が特徴的である。

　具体的には、実際に夜光反射たすきを着用した視

認性の実験を行って夜間の着用の必要性を指導した

上で、地域のボランティア団体から夜光反射たすき

を贈呈したり、会場である町の会館付近の町道を利

用して信号機の見分け方や道路の横断の仕方につい

て指導したり、会場付近の駐車場でダミー人形を使

用して自動車と歩行者の擬似衝突実験を行うことに

より交通事故の恐ろしさを認識させたり、などの例

が挙げられる。また、研修生の勤務先会社から寮ま

での約４ｋｍの区間を実際に自転車に乗って共に走行

しながら、危険な踏切や交差点をチェックするなど

きめ細かな実践的指導を行った例もある。

３）滋賀県の実施例

　同県では、県内企業において、ブラジル、ペルー、

ボリビアほか中南米を中心にさまざまな国籍の外国

人の研修生を雇用しており、平成１２年秋には、いく

つかの警察署で、それぞれの管内に置かれている国

際交流連絡協議会の主催による交通安全教室が開催

された。これらの教室では、警察署の交通課員らが

事故発生の実態、道路交通法規、交通安全のポイン

ト等について説明したほか、シートベルト着用体験

車による時速５ｋｍでの交通事故衝撃体験なども行わ

れた。このような体験的教育に対しては、参加者か

らの感謝にあわせ、雇用企業からも「今後の社内で

の交通安全教育に役立てたい」旨の感想が寄せられ

た。

　特に、ブラジルおよびペルーの青少年計２０名およ

び地域の企業の若年女性３０名を対象に、地域の交通

安全教育センターにおいて行われたコンテスト型の

安全運転訓練では、教官による講習およびデモンス

トレーションの後、各参加者が教習車を運転し、危

険回避、パイロンスラローム、急制動、日常点検を

行い、それを教官が採点した。外国人の参加者から

も入賞者１名と努力賞２名が出るなどイベントとし

ても盛り上がりを見せた上、高度な施設を一般市民

や外国人に開放することに対する賛辞も得られた。

　また、これら秋の教室に先立ち、平成１２年春には、

ある警察署と市の外国人問題対策協議会が交通安全

体験教室を共催し、外国人約３０名および市内の企業

の外国人雇用担当者約２０名に対し実践的な歩行者・

自転車利用者教育を行った。その際、参加外国人に

対しヒヤリハット体験アンケート調査を実施したが、

さらに、当日不参加の外国人約８０名にも別途アンケ

ート用紙を配布し、回答を提出させるなどして、外

国人全般の交通安全意識の高揚を図った。

４）群馬県の実施例

　群馬県大泉町は、町内全人口に占める外国人登録

者の比率が約１２％で、その４分の３がブラジル国籍

の者であるところから、大泉日伯地域安全活動推進

協議会（略称：ニーバス）を設立し、国際交流を進

めながらさまざまな安全活動を実施している。交通

安全関係の活動としては、「ニーバス・こども交通

安全絵画展」を開催した結果、５歳から１５歳までの

ブラジル人児童から８１点の応募を得た。また、町内

の教習所を用いて、６歳から１２歳までのブラジル人

児童４０名に対し、講話のほか、模擬コースを利用し

て横断歩行および自転車走行を体験的に学ばせる交

通安全教室を開催した。

５）愛知県の実施例

　同県は、４－１でみたとおり、全国で最もブラジル

人の登録者が多い県であり、県内の外国人登録者総

数に占めるブラジル人の割合もほぼ３分の１に達し

ている。県全体では、先にみた他の県と同様に、外

国人を多数雇用する企業や外国人が通学している日

本語学校と連携して、交通安全講習会を随時実施し

たり、春や秋の交通安全運動の際の交通安全キャン

ペーンとして、外国人を交えて交通安全に関する討

論会等を開催したりしながら、交通安全意識の高揚

を図っている。

　同県豊田市は、外国人登録者に占めるブラジル人

の割合が５０％を超えているが、その３分の２に当た

る約３，０００名の日系ブラジル人が集中して居住して

いるある団地では、生活習慣の違い等からさまざま

な治安上の問題が発生しているため、各分野で対策

がとられている。交通警察の分野では、違法駐車の

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１ 平成１３年１２月（　）５０
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取締りや暴走族対策を強化しているが、日本人との

友好・共生を図る観点から、交通安全教育も活発に

行っている。例えば、地区の交番の働き掛けで、こ

の団地を含む地区に居住する住民の祭典の日に合わ

せ、「交番・地域ふれあいフェスタ」を開催し、会

場である中学校の校庭において、交通・防犯パネル

展、子ども免許の作成、シートベルト着用による衝

撃体験、交通機動隊員によるトライアル演技その他

防犯関係の展示や実演など、参加者の安全意識を高

めながら、団地に居住するブラジル人と日本人との

交流を図る催しが行われた。また、豊田市国際交流

協会の主催で、同団地の未就学児童（ブラジル人、

ベネズエラ人）を対象に、防犯・交通教室が開催さ

れ、日本の交通ルールおよび交通標識について指導

が行われた。

　４－３　外国人向け交通安全教材の活用

１）外国語版「交通の教則」の活用

　国家公安委員会では、道路交通法第１０８条の２８第

４項の規定に基づき、道路を通行する者が適正な交

通の方法を容易に理解することができるよう、「交

通の方法に関する教則」（昭和５３年１０月３０日国家公

安委員会告示第３号）を作成し、公表している。社

団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）では、在日外国人の

交通安全の啓発と交通事故防止を図るため、同教則

を分かりやすく説明した外国語版「交通の教則」を、

英語、スペイン語、ポルトガル語、ペルシャ語、中

国語、ハングルの６か国語で作成し、販売している。

　ＪＡＦによると、平成１２年度の総売上げは１２，０００冊

弱であり、これを言語別にみると、ポルトガル語約

４，５００冊、英語約３，６００冊、中国語約２，０００冊の順と

なる。ここで特徴的なのが、愛知、静岡、岐阜、三

重の中部４県において、ポルトガル語版の８割に当

たる約３，６００冊の売上げがみられることである。こ

のことからも、ブラジル人登録者が群を抜いて多い

これらの県では、ブラジル人に対する交通安全教育

の必要性が非常に高く、差し迫っていることがうか

がわれる。

　この中で、１，５５２冊とポルトガル語版を最も多く

購入した岐阜県での活用方法等を調べてみたところ、

同県警察本部の運転者講習センターにおいて、ポル

トガル語版と併せて、中国語版、スペイン語版、英

語版も購入しており、基本的には外国人受講者に対

する講習で利用するほか、外国人を雇用している企

業等の要望にこたえて無料配布しているとのことで

あった。

２）交通安全パンフレット等の作成・活用

　前項で述べた外国人向け交通安全講習会などでは、

警察本部や警察署が独自に作成した外国人向けの交

通安全パンフレットを活用しているところも多い。

外国人にとっては、日本の交通ルールや交通マナー

が母国語で分かりやすく書かれているだけでも相当

の助けになると思われる。これらの冊子は、日本と

外国で異なる点を強調し、最も知っておかなければ

ならないことにポイントを絞って、効果的に作られ

ているものが多い。

　例えば、栃木県では、『ようこそ安全の国・日本

へ　安全に快適に道路を利用していただくために』

という１２頁の交通事故防止啓発小冊子を、英語、ス

ペイン語、ポルトガル語、北京語、タイ語の５種類

で発行し、各種講習会で利用するほか、各警察署、

運転免許センター、市町村の外国人登録係、観光協

会、国際交流協会等に置いて、個人に広く配布して

いる。

　これは同県が、現に外国人による交通事故の発生

件数が県内外国人登録人口の伸びを超えて急増した

などの状況下で、多くの国々の交通ルールが、飲酒
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Fig. 1　栃木県発行『ようこそ安全の国・日本へ　安全に快適
に道路を利用していただくために』概要

●交通事故を防止するために
［Ｐａｒｔ１］自動車運転時
１．飲酒運転の禁止
２．交差点での信号遵守。信号のない交差点での一時停止と

安全確認
３．制限速度遵守
４．横断歩道以外でも歩行者優先が原則
５．運転者および同乗者のシートベルト着用。幼児にはチャ

イルドシートを使用

［Ｐａｒｔ２］道路歩行時・自転車走行時
１．自転車も交通ルール遵守（酒酔い運転の禁止、交通信号

の遵守と一時停止場所での一旦停止および安全確認、原
則二人乗り禁止、並進走行の禁止）

２．道路横断時の事故に注意
３．夜間の外出は反射材着用などにより目立つ服装で
４．歩行者の禁止行為（酒に酔って交通の妨害となる程度に

ふらついたり、寝そべったり、座ったりする行為や、信
号機および道路標識を破損する行為は、処罰対象）

●交通事故を起こしてしまったら
１．怪我人の救護義務（事故に対する責任の有無に関係なく、

交通事故の当事者の義務として、救急車の手配、安全な
場所への移動などの措置を講じずに、その場を立ち去る
と、日本ではひき逃げ犯として重い処罰を受ける）

２．警察への通報義務
３．道路上の安全確保義務
４．高速道路での事故（後続車両が二次衝突しないよう発煙

筒をたくなどの応急の措置を講じた後、警察に通報し、
警察官が到着するまでは道路外の安全な場所に避難）



運転に対する寛容度や、ひき逃げとなる行為、歩行

者と自動車の優先度、自転車の交通法規上の扱いな

どの点で日本と異なることから、これらの違いが内

容に反映されるよう留意して、この冊子を取りまと

めたものである。この冊子の概要はFig.1のとおり

である。

　先に外国語版「交通の教則」の活用のところで紹

介した岐阜県警察では、従前から外国人向け交通ル

ール教本（英語・ポルトガル語）を独自に作成し活

用していたが、平成１１年中の外国人による交通事故

件数が、平成３年時の４．５倍に達したことから、従

前の教本を改訂し、英語、ポルトガル語、北京語、

韓国語、タガログ語、ペルシャ語の６か国語を併記

した「交通安全教育テキスト」を新規に作成した。

同テキストは、県内各警察署、９９の市町村、国際交

流センター、２９の指定教習所に置かれ、個人に配布

されるほか、交通安全教室・懇話会等でも用いられ

ているとのことである。ここでも、「過失による事

故で相手を死傷させた場合に処罰や賠償責任を負う

可能性があること」「交通信号と道路標識に従うこ

と」が強調され、また、歩道と車道の区別、右側通

行と左側通行の別、自転車の通行ルールなど日本と

他国で異なる可能性がある事項に重点が置かれてい

る。

　５．まとめ

「外国人に対する交通安全教育」というテーマの下

に、本稿では主に各都道府県の実施例を追いながら、

その在り方を探ろうと試みてきた。外国人に限定す

れば、国レベルでの体系的かつ詳細な教育方針は特

に示されていないが、「はじめに」でも触れたよう

に、今般、第７次交通安全基本計画において、次の

一節が盛り込まれた。

「外国人に対する交通安全教育は、我が国の交通ル

ールに関する知識の普及を目的として推進するとと

もに、外国人向けの教材の充実を図り、効果的な交

通安全教育を推進する。また、外国人を雇用する使

用者等の交通安全意識を高め、雇用等されている外

国人による積極的な講習会等への参加を促進する」

　本稿で紹介したとおり、これは、早くから外国人

の居住が進んだ地域社会において、試行錯誤を経な

がらも既に推進中の内容である。多くの実施例を集

めて感じたことだが、外国人に対するコミュニティ・

ベースの交通安全教育という課題は、各地域固有の

状況によって取組手法もさまざまに異なってくるも

のである。ただ、いずれの地域においても、交通安

全教育を受けた外国人は皆、その学んだ内容を非常

に有意義だと感じ、事故に遭ったり事故を起こした

りしないようにしようとの意識を自ら醸成している。

　一般的に、交通ルールのように日常の基本的な行

動に係る部分のルールは、特別に注意喚起され、ま

た、交通安全教室などで実践的な指導を受けない限

り、なかなか身に付かないばかりか、事故が起きる

まで全く気が付かないように思われる。ルールを知

ってさえいれば起こり得なかった事故も多いとする

と、外国人に対する交通安全教育は、まず、最低限

知っておかなければならない基本事項を、できるだ

け多くの者に周知させることから始まるものといえ

よう。

　なお、平成５年度に�国際交通安全学会で実施さ

れた「外国人運転者に対する運転者教育の在り方に

関する調査研究」の報告書（平成６年３月発行）を

みると、外国人運転者に対する意識調査の自由回答

分として、「交通ルールや、日本での運転に際し注

意すべき点を英語その他の主要言語で説明したマニ

ュアルが欲しい」「母国語での交通安全講習会を開

催してほしい」「道路標識（規制標識・指示標識）

を英語表記かローマ字にしてほしい」という意見が、

いずれの国からも多く出ていた。これらの要望の前

二者については、その後７年の間に相当の進展が図

られたと思われる。

　標識については、日本では、言葉による表示を多

用する米国方式（米国、カナダ、中南米で採用）に

よらず、運転者が識別しやすいようにシンボルを用

いている。さらに、色彩・形状を駆使して視認性・

識別性にすぐれた欧州方式に基づく国際連合道路標

識＊２についても、加入は見送ったものの、可能な限

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１ 平成１３年１２月（　）５２

青山彩子５２

　　＊ ２　国際連合道路標識は、欧州諸国において道路標識を国際
的に統一しようとする動きがある中、１９４９年の「道路及
び自動車運送に関する国連会議」において、「道路交通
に関する条約」（ジュネーブ条約）とともに作成された「道
路標識及び信号に関する議定書案」の第２章および附属
書に規定され、６８か国により署名された。同議定書が５３
年１２月に発効した際、国連から同議定書に対する態度を
求められた日本政府は、翌５４年１月に「加入は保留する
が、内容については異議がない」旨を事務総長あて回答
している（高橋一美・内山茂樹「道路標識の改正につい
て―規制標識および指示標識―」警察学論集第１６巻第５
号、昭和３８年５月）。なお、同議定書は、１９６８年の国連
道路交通会議において「道路標識及び信号に関する条約」
（ウィーン条約）として成立し、日本も調印したが、い
まだ加盟はしていない。



り大幅に取り入れてきた。したがって、外国人のう

ち米国方式の標識に馴れた者から英語表記等の要望

が出るのはやむを得ない面もあるが、欧州方式や国

連標識の採用国の外国人から同様の要望が出ている

とすれば、我が国で運転している外国人が、日本独

自の「一時停止」「優先道路」などの規制標識や指

示標識を本当に理解しているか、今後も注意を払う

必要があろう。この点からも、外国人運転者に対す

る交通安全教育の中では、特に標識・標示の意味や

見方について徹底することが必要と考える。

　６．おわりに

　外国人に対して交通安全教育を行うということは、

実際に指導に当たる警察官だけの課題ではなく、そ

の外国人を地域に受け入れ、共に友好的な関係を築

いていこうとするすべての者、すなわち、地方公共

団体、住民ボランティア、企業、学校等の課題でも

ある。現に行われている交通安全教室の例を見ても、

主催、会場の提供、通訳の準備など、さまざまな主

体の連携により成功をみている。このような行事を

実施することにより、単に交通安全に関する知識の

伝達のみならず、外国人を地域の一員として受け入

れようとする関係者の心情が相手方にも伝わり、住

民として共生するための礎も構築されることとなる。

　今後、外国人の日本への入国状況や登録状況によ

っては新たな対策を講じることが必要となるかもし

れないが、当面、先進的な事例を参考にしながらも

各地域の実情に合わせた、コミュニティおよび外国

人居住者本位の交通安全教育が進展していくことを

望むものである。
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